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Ａ１ 申請時に提出してもらう補助金交付申請書については、前年度のものは使用

できません。 

新たに令和８年度の申請様式（長野県警察本部ホームページからダウンロー

ドできます。）に必要事項を記載して提出してください。 

    なお、添付書類については、そのまま使用しても構いませんが、見積書につい

ては、機器の価格、在庫状況等に変動があるなど、前年度と同じであるとは限り

ませんので、最新の見積書を添付してください。 

    

 

 

Ａ２ 個人では受けられません。 

    補助金の対象は、地域の防犯活動に取り組もうとする地域住民により構成さ

れる自治組織、組合又は団体（町内会、自治会、町会、区会、区、自治協議会、

まちづくり委員会、商店街組合等）及び市町村に限られます。 

 

 

 

 

Ａ３ まず、地区内に防犯カメラを設置することについて、住民の皆様の同意を得

る必要があります。 

   地区内の全住民から同意を得る必要はありませんが、地区の総会や会議等で 

    ・地区内に防犯カメラを設置すること 

    ・設置する防犯カメラの場所と台数 

  を話し合ってください。 

    次に、話し合った内容に基づいて、最寄りの設置業者等に相談して見積書を

とり、見積書の金額や内容について再度、役員会等で協議し、決定したことで申

請できる状態になります。 

   （地区の会議での決定をもって、地区内の住民の同意を得たものとみなします。） 

    申請には、「議事録の写し等、防犯カメラを設置することを自治組織等又は市

町村として決定したことを証する書類」の添付が必要となります。 

    地区内での協議、設置業者への相談と見積書の入手、最終決定を経ての申請

になりますので、申請期間に間に合うように余裕を持った準備をお願いします。 

１ 

Ｑ１ 令和７年度に準備した申請書類をそのまま使用できますか。 

Ｑ２ 個人でも補助金は受けられるのですか。 

Ｑ３ 自治会で補助金を申請して防犯カメラを設置したいと考えていますが、申請

するに当たって、どのような準備をしたら良いでしょうか。 



  

 

 

Ａ４ ゴミステーション等、施設管理などを目的とした設置は補助対象外です。 

   このほかにも、公民館駐車場などへの無断駐車や、公民館などの敷地内を抜

け道として使われないように監視するといったものも施設管理目的であるため、

補助対象外になります。 

   ただし、施設の周辺にある道路、公園その他不特定多数の者が利用する場所

が撮影画角の面積のおおむね２分の１以上を占めると認められる場合は、補助

対象となります。 

    

 

 

 

Ａ５ 交通事故防止を目的とした設置も補助対象外です。 

                             

                                      

 

Ａ６ 防犯カメラ（録画装置及び付属品含む。）の購入及び設置費用、防犯カメラの

設置を示すプレートの購入及び設置費用が対象となります。 

   維持管理費や地代及び占有料等のほか、防犯カメラの録画データを確認する

ためのパソコンやタブレット端末等の購入費用は対象外となります。 

 

 

 

Ａ７ 設置する防犯カメラの性能等については、 

    ・常時録画式の防犯カメラであること 

     ・夜間等、暗い場所でも人の顔や車の特徴等が映る性能であること 

    ・防犯カメラ本体の盗難防止のほか、第三者が録画データを見ることがで

きないよう、パスワード設定等の防犯対策を施せるもの 

   をお願いしています。 

    一方で、 

     ・動体検知式（人や車の動きに反応した時のみ撮影するもの）の防犯カメラ 

     ・ソーラー充電式の防犯カメラ 

２ 

Ｑ４ 地区のゴミステーションに不法投棄をされて困っているので監視カメラを

つけたいのですが、補助金の申請はできますか。 

Ｑ５ 交通事故が多発している場所に防犯カメラをつけたいのですが、補助金の申

請はできますか。 

Ｑ６ 補助金が対象になるのは、防犯カメラ本体だけですか。 

Ｑ７ 設置する防犯カメラの性能等に条件はありますか。 



     ・静止画像撮影式の防犯カメラ 

   については、常時録画機能を満たさないため不可としています。 

   （動体検知モードと常時録画モードの切替えができる防犯カメラは可となりま

すが、常時録画モードで運用してください。） 

    防犯カメラはメーカーや価格によって性能が異なりますが、「ＲＢＳＳ（優良

防犯機器認定）基準」を満たした防犯カメラの検討を推奨します。 

    なお、外付けの録画装置（レコーダー）が必要となる場合も、「ＲＢＳＳ（優

良防犯機器認定）基準」を満たした録画装置の検討を推奨します。 

    防犯カメラを選ぶ際は設置業者等に相談し、防犯カメラの「適応気温」にも配

意してください。 

 

 

 

Ａ８ 防犯カメラ本体にレコーダーを内蔵しているタイプも補助金の対象となりま

す。 

  ただし、カメラ本体にＳＤカードを挿入できる場合、簡単に取り出せるタイプ

では、第三者にＳＤカードを取り出されてしまう可能性があるため、必ず盗難防

止措置を施してください。 

 

 

 

Ａ９ インターネット回線等を利用する防犯カメラの場合、録画データの流出防止

の観点からセキュリティ対策が万全なものであれば対象とします。 

機種によっては、録画データを複数で共有する前提のものや、第三者による不

正アクセスやインターネットウイルスの感染等により映像が流出してしまうセ

キュリティの弱いものがあることから、警察では有線タイプやＳＤカード内蔵タ

イプを推奨しています。 

インターネット回線等を利用する防犯カメラの場合、録画データ確認用のアプ

リやソフトウェアをインストールしたパソコン等の端末で確認することになり

ますが、プライバシー保護の観点から、録画確認用の端末は地区所有の端末に限

定し、個人所有の端末は使用しないようお願いします。 

また、アプリやソフトウェアのパスワードは、管理者以外の第三者に知られな

いよう厳重に管理をしてください。 

 

３ 

Ｑ８ レコーダー内蔵の防犯カメラも補助金の対象になりますか。 

Ｑ９ インターネット回線等を利用する防犯カメラでもいいですか。 



    

 

Ａ10 長野県警察本部生活安全企画課に申請書類を提出してください。 

    なお、管轄警察署の生活安全担当課の窓口においても、申請書類を預かり、生

活安全企画課へ取り次いでいます。 

 

 

 

Ａ11 申請の受付時間は、平日の午前９時から午後４時までの間です。 

  

  

 

Ａ12 申請期間は、令和８年４月１日（水）から同年 10 月 30 日（金）までとなり

ます。 

この期間中に長野県警察本部生活安全企画課に申請してください。 

ただし、期間内であっても、申請が多数あった場合は、早期に受付を終了する

場合があります。 

 

 

 

Ａ13 申請すれば必ず補助金が受けられるわけではありません。 

   提出された申請書類の内容から、補助対象者及び補助事業の対象となる要件に

該当しているかを確認・選定し、適当でないと判断した場合には、不受理としま

す。 

   申請が受理されると、申請書類の審査及び現地調査を行い、審査等の結果、適

当であると認めたときは、補助金交付決定の通知が申請者に送付されます。 

通知を受けたら工事を開始し、工事が終了すれば警察による確認を経て、補助

金額が決定されますので、その後補助金交付請求書を提出することで交付となり

ます。 

 

 

 

 

 

４ 

Ｑ10 補助金の申請は、長野県警察本部に直接申請すればいいですか。 

Ｑ11 補助金の申請はいつでもできるのですか。 

Ｑ12 補助金の申請期間はいつまでですか。 

Ｑ13 申請をすれば必ず補助金を受けられるのですか。 



 

 

Ａ14 新たに防犯カメラを設置する場合が対象となりますので、修理目的では補助 

金を使うことができません。 

    交換については、設置場所の見直しなどにより新たにカメラを設置するなど

の場合は、補助金の対象となる場合がありますので、長野県警察本部生活安全

企画課にご相談ください。 

 

 

 

 

 

Ａ15 最低６年間設置することが補助金交付の要件となっています。 

定められた期間内（６年）に故障等により撤去しなければならない場合は、事 

前に警察本部長の承認を受ける必要があります。 

    また、補助金交付の目的に反して使用、譲渡、廃棄、貸し付け、又は担保に供

する場合も同様です。 

                                     

 

 

Ａ16 消費税込みの金額を対象とします。 

 

 

                                      

Ａ17 補助率は、申請者が自治組織等の場合は補助対象経費の２分の１以内、市町

村及び市町村から助成金等を受ける自治組織等の場合は３分の１以内とし、

1,000 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとします。 

なお、補助金の額の上限は、いずれも１団体につき 25 万円ですが、助成金等

を受ける場合には、本補助金に助成金等を加えた額が補助対象経費を超えない額

とします。 

自治組織等が、補助金交付決定後に市町村から助成金等を受けることとなった

場合、補助率が２分の１から３分の１に変わります。 

この場合、警察本部長の承認を受ける必要がありますので、必ず長野県警察本

部生活安全企画課まで申し出てください。 

５ 

Ｑ14 今ある防犯カメラの修理や交換をしたいのですが、補助金は使えますか。 

Ｑ16 補助対象経費は、消費税込みの金額ですか。 

Ｑ15 防犯カメラはどのくらいの期間設置しなければいけないのですか。 

   また、故障した場合等に撤去できないのですか。 

 

Ｑ17 補助率はどのくらいですか。 



承認を怠ると、補助金交付決定を取り消す場合があります。 

 

 

 

  

Ａ18 警察の指定業者はありません。 

また、警察から特定の業者を紹介することもできませんので、お近くの電気工

事店又は警備会社等にお問い合わせください。 

 

 

 

   

Ａ19 「補助金交付決定通知書」を受け取った後に、 

・ 設置する防犯カメラや録画記録装置の機種や台数を変更する 

・ 防犯カメラの設置場所を変更する 

・ 入札の結果、補助金額が減額になった 

・ 市町村からの助成金もあわせて受けることになった  

・ 「補助金交付申請書」に記載した「事業着手予定年月日」から「事業完了

予定年月日」の期間内に工事を開始できない、又は支払を完了できない 

・ 事業を中止（廃止）することになった 

   等、「補助金交付申請書」に記載した内容と異なる事情が発生した場合は、速

やかにその旨を長野県警察本部生活安全企画課に報告してください。 

    その上で、「事業内容変更・中止（廃止）承認申請書」と必要な添付書類を

提出してください。  

    なお、補助金交付決定後の増額については認めません。 

    また、「事業着手予定年月日」より前に工事に着手することも認められませ

ん。 

    工期を早める場合も「事業内容変更・中止（廃止）承認申請書」が必要とな

ります。 

 

 

 

 

 

６ 

Ｑ18 防犯カメラの設置業者をどこに頼めばいいのか分からないので、警察の指定

業者、又は知っている業者を教えてください。 

Ｑ19 補助金交付決定後に、防犯カメラの機種や台数を変更したり、補助金額が変

更になったり、工期が遅れたりした場合はどうしたらよいですか。 



 

 

Ａ20 管理している自治会や市町村等の負担となり、補助金の対象外です。 

                                 

 

 

Ａ21 可能です。 

ただし、事前に申請内容等を確認したいため、長野県警察本部生活安全企画課

までお問い合わせください。 

 

 

 

Ａ22 設置工事が終了した防犯カメラについては、カメラの点検作業、警察職員に

よる現地確認等の場合を除き、補助金が交付されるまでは電源を切るなどして、

作動させないでください。 

 

                                                         

 

 

Ａ23 事業の効果検証のため、運用状況、活用事例等を調査する場合がありますの

で、御協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 

Ｑ20 設置したカメラの保守点検や、故障した際の修理費等はどうなりますか。 

Ｑ21 郵送での申請は可能ですか。 

Ｑ23 カメラの設置が完了し、補助金も受領したのですが、今後、警察からの調査

等はありますか。 

Ｑ22 防犯カメラの設置工事が終了したら、運用を開始してもいいですか。 


